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51　

年
表
、
二
一
九
～
二
二
〇
頁
。

52　

年
表
、
一
九
四
四
年
六
月
一
三
日
、
二
一
八
頁
。

53　

年
表
、
一
九
四
四
年
六
月
二
五
日
、
二
一
八
頁
。

54　
「
末
端
配
給
機
関
整
備
強
化
直
前
に
於
け
る
全
国
小
売
書
店
実
数
一
覧
」

（『
出
版
弘
報
』
六
三
号
、
一
九
四
五
年
九
月
一
日
）
で
あ
る
。
同
表
は
専
業

書
店
数
、
新
刊
専
門
店
数
、
経
営
者
の
男
女
比
、
市
政
都
市
数
、
郡
区
数
も

含
ん
で
お
り
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。
長
崎
県
は
調
査
未
了
の

た
め
に
数
値
が
な
い
。「
専
業
率
」
と
は
、
文
房
具
や
雑
貨
、
た
ば
こ
屋
等
の

兼
業
者
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
た
店
の
当
該
府
県
組
合
員
全
体
に
対
す
る
割

合
で
あ
る
。
組
合
員
の
合
計
と
専
業
率
に
関
し
て
は
、
計
算
が
合
わ
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
手
元
の
計
算
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

55　

日
比
（
二
〇
一
七
）。
ま
た
帆
刈
・
小
島
（
一
九
三
六
）
も
参
照
。

56　

買
切
に
す
れ
ば
正
味
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
小
売
書
店
の
利
益
増
が
見
込
め

る
と
さ
れ
た
。
な
お
、
共
販
の
設
置
と
同
時
期
に
、
東
京
と
大
阪
で
競
り
売

り
に
よ
っ
て
新
刊
書
と
旧
刊
書
を
安
く
う
る
卸
売
業
者
の
改
革
の
取
り
組
み

が
あ
っ
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。
東
京
で
は
一
九
三
五
年
四
月
に
「
東
京

書
籍
取
引
市
場
」
が
、
大
阪
で
は
同
年
五
月
に
「
大
阪
糶
市
市
場
」
が
設
立

さ
れ
た
。
大
阪
は
当
初
は
新
刊
の
み
の
扱
い
で
、
旧
刊
に
つ
い
て
は
将
来
の

課
題
と
し
て
い
た
。
帆
刈
・
小
島
（
一
九
三
六
）、
一
六
～
二
六
頁
を
参
照
。

57　

古
橋
才
次
郎
「
出
版
兵
站
線
の
新
し
き
認
識
と
実
践
」『
出
版
普
及
』

一
九
四
二
年
七
月
一
日
、
三
頁
。

58　

田
中
令
三
「
書
店
と
読
書
隣
組
」『
新
刊
弘
報
』
一
九
四
三
年
九
月
一
一
日
、

一
頁
。

59　

高
橋
健
二
「
書
店
と
読
書
隣
組
」『
新
刊
弘
報
』
一
九
四
三
年
一
〇
月
二
一

日
、
四
八
頁
。

60　

坂
田
（
一
九
四
二
）、
五
九
頁
。

61　

公
開
経
営
指
導
協
会
（
一
九
九
〇
）、
四
頁
。

62　

三
省
堂
百
年
記
念
事
業
委
員
会
（
一
九
八
二
）、
一
八
七
頁
。

63　

三
省
堂
百
年
記
念
事
業
委
員
会
（
一
九
八
二
）、
一
八
八
～
一
八
九
頁
。

64　

金
正
堂
の
山
本
弥
助
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
金
文
会
（
一
九
七
四
）、

　

一
五
〇
頁
。

65　

野
口
（
一
九
七
四
）、
三
頁
。

ー 63ー ー 62ー

は
じ
め
に

（
１
）
本
稿
の
目
的　

　

院
政
期
に
入
る
と
、「
あ
そ
び
ご
と
」
で
あ
っ
た
蹴
鞠
の
文
化
的
地
位
は
上
昇

し
、「
蹴
鞠
の
家
」
が
出
来
て
く
る
。
そ
ん
な
中
、
天
皇
や
院
が
単
に
観
覧
者
と

し
て
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
鞠
に
立
ち
実
践
者
と
し
て
参
加
す
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
こ
と
は
蹴
鞠
の
文
化
的
地
位
を
和
歌
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
引
き
上
げ

「
歌
鞠
」
と
並
称
さ
れ
る
も
の
に
し
て
い
く
。

　

筆
者
の
関
心
は
、
天
皇
や
院
が
蹴
鞠
の
実
践
者
に
な
る
こ
と
で
蹴
鞠
故
実
が

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
あ
る
。
実
践
者
と
し
て
最
も
多
く
鞠
場

に
立
っ
た
の
は
後
鳥
羽
院
（
以
下
、
天
皇
時
代
も
含
め
て
「
院
」
と
総
称
す
る
。

後
白
河
院
に
つ
い
て
も
同
様
）
で
あ
り
、
彼
の
時
代
に
は
「
韈
の
程
品
」（『
後

鳥
羽
院
御
記
』
群
書
類
従
蹴
鞠
部
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
鞠
場
作
り
、
蹴

鞠
装
束
、
鞠
会
で
の
儀
式
作
法
や
運
営
法
、
蹴
鞠
技
法
等
、
多
岐
に
わ
た
っ
て

多
く
の
蹴
鞠
故
実
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
一
三
世
紀
後
半
に
書
か
れ
た
飛

　
　

研
究
ノ
ー
ト
：
後
白
河
院
の
頃
の
蹴
鞠
〈
上
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

付
・
安
元
御
賀
の
鞠
会
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

村  

戸　

弥  

生

鳥
井
流
の
『
革
匊
要
略
集
』（
是
空
（
是
心
法
師
）
著
、以
下
『
要
略
集
』
と
略
称
）

や
『
内
外
三
時
抄
』（
飛
鳥
井
雅
有
著
、
以
下
『
三
時
抄
』
と
略
称
）
と
い
っ
た

蹴
鞠
書
に
結
実
し
て
い
く
。
よ
っ
て
最
も
詳
細
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
後
鳥
羽
院
の
蹴
鞠
事
跡
で
あ
る
。
だ
が
、
後
鳥
羽
院
以
前
に
最
初
に

蹴
鞠
に
立
っ
た
の
は
後
白
河
院
で
あ
る
。
後
白
河
院
に
よ
る
蹴
鞠
事
跡
は
新
た

な
蹴
鞠
故
実
を
生
み
出
し
、
後
鳥
羽
院
の
蹴
鞠
は
そ
の
故
実
に
規
定
さ
れ
つ
つ
、

さ
ら
な
る
新
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
本
稿
で
は
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
形
で
後
白
河
院
の
頃
の
蹴
鞠
事

跡
を
編
年
順
に
追
っ
て
い
き
、
そ
の
頃
の
蹴
鞠
故
実
形
成
の
さ
ま
を
見
て
い
き

た
い
。
こ
の
こ
と
で
後
鳥
羽
院
の
な
し
た
蹴
鞠
の
事
跡
が
よ
り
鮮
明
に
評
価
で

き
、
蹴
鞠
史
に
正
し
く
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

後
白
河
院
の
蹴
鞠
の
事
跡
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
る
。
特
に

桑
山
浩
然
・
渡
辺
融
著
『
蹴
鞠
の
研
究
―
公
家
鞠
の
成
立
―
』
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
九
四
年
六
月
刊
、「
後
白
河
院
の
時
代
」
ｐ
51
～
64
（
以
下
『
蹴
鞠

の
研
究
』
と
略
称
し
、
こ
の
書
か
ら
の
引
用
は
全
て
頁
を
示
す
）
は
基
本
と

（
注
1
）
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伝
書
の
『
一
巻
書
』
を
参
照
す
る
。「
裏
書
」
の
多
く
は
頼
輔
の
孫
で
飛
鳥
井
家

の
祖
・
雅
経
の
蹴
鞠
記
録
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
後
鳥
羽
院
の
蹴
鞠
事
跡
を
知
る

た
め
の
基
本
史
料
で
あ
る
。『
一
巻
書
』
著
者
の
難
波
宗
教
は
難
波
家
の
祖
・
宗

長
の
子
で
頼
輔
の
曾
孫
に
あ
た
る
。
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
に
は
成
立
し
て

お
り
後
鳥
羽
院
没
後
の
書
で
あ
る
が
、
言
及
さ
れ
る
の
は
後
白
河
院
ま
で
の
事

跡
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
加
え
『
要
略
集
』『
三
時
抄
』
か
ら
も
後
白
河
院
の
頃
の

事
跡
を
拾
う
。
記
事
に
出
て
く
る
鞠
足
ら
の
調
査
に
つ
い
て
は
当
面
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
検
索
を
利
用
し
た
。

　

蹴
鞠
記
事
掲
出
に
あ
た
っ
て
院
が
直
接
関
係
し
て
い
る
記
事
に
は
▼
を
、
そ

う
で
な
い
記
事
に
は
▽
を
付
す
。
筆
者
の
読
み
を
示
す
た
め
に
意
訳
を
交
え
た

現
代
語
訳
で
掲
出
す
る
の
で
、
原
文
は
各
翻
刻
書
等
に
当
た
ら
れ
た
い
。
記
事

掲
出
の
あ
と
気
付
き
の
点
を
【
メ
モ
】
し
て
お
く
。
編
年
順
に
あ
げ
る
中
で
記

す
べ
き
最
低
限
の
歴
史
事
項
は
、《　

》
で
示
す
。

　

後
白
河
院
は
源
平
が
盛
衰
す
る
政
治
的
難
局
を
生
き
、
諸
芸
に
お
い
て
は
今

様
を
は
じ
め
多
芸
多
才
で
知
ら
れ
る
。
蹴
鞠
以
外
の
分
野
へ
の
目
配
り
は
必
須

で
あ
る
が
筆
者
に
は
力
不
足
で
あ
る
。
筆
者
の
現
時
点
で
の
出
来
る
範
囲
で
の

「
研
究
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
の
で
、
多
く
の
ご
教
示
ご
批
正
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

一
、
蹴
鞠
に
立
つ
三
十
代
の
後
白
河
院

（
１
）
在
位
中

《
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
七
月
二
四
日
、
後
白
河
天
皇
践
祚
。》

《
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
、
鳥
羽
院
没
、
後
白
河
親
政
。
同
月
、
保

な
る
記
述
で
あ
る
。
本
稿
も
こ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
が
、
基
礎
と
な
る

の
は
「
鞠
道
家
創
設
前
後
の
蹴
鞠
史
〈
上
・
下
〉」（『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』

一
五
・
一
七
、一
九
九
〇
・
九
二
年
三
月
刊
）
と
題
し
た
旧
稿
で
あ
る
。
旧
稿
は
筆

者
の
修
士
論
文
の
一
部
を
成
稿
化
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
に
『
蹴
鞠
の
研
究
』

の
出
版
を
見
、
こ
こ
に
先
述
の
『
要
略
集
』『
三
時
抄
』
の
翻
刻
も
な
さ
れ
研
究

が
大
き
く
進
展
し
た
の
で
、
旧
稿
の
補
訂
修
正
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
本

稿
で
は
先
行
研
究
の
言
及
さ
れ
た
こ
と
と
重
な
る
点
も
多
く
な
る
が
、
如
上
の

関
心
を
テ
ー
マ
と
し
て
蹴
鞠
史
の
見
直
し
を
し
て
い
き
た
い
。

（
２
）
基
本
史
料
な
ど　

　

基
本
史
料
と
し
て
は
後
白
河
院
の
頃
の
公
家
日
記（『
大
日
本
史
料
』総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
参
照
）
と
藤
原
頼
輔
（
一
一
一
二
～
八
六
）
著
『
蹴
鞠
口
伝
集
』（
以

下
『
口
伝
集
』
と
略
称
）
を
用
い
る
。『
口
伝
集
』
の
翻
刻
は
『
蹴
鞠
技
術
変
遷

の
研
究
』
平
成
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
成
果
報
告
書
・
代
表
桑
山
浩
然
所

収
、
一
九
九
二
年
三
月
刊
に
な
さ
れ
て
い
る
。
頼
輔
は
後
白
河
院
の
頃
名
足
と

し
て
活
躍
し
、
後
の
難
波
・
飛
鳥
井
両
蹴
鞠
道
家
の
祖
と
な
る
。『
口
伝
集
』
は

そ
の
序
文
か
ら
久
安
三
、四
年
（
一
一
四
七
～
八
）
頃
、
頼
輔
三
五
歳
頃
に
選
集

が
開
始
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
下
巻
上
帖
部
分
を
中
心
と
し
た
書
き

継
ぎ
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
下
巻
上
帖
に
関
し
て
は
末
尾
の
「
院
進
奥
状
」
を

は
じ
め
種
々
問
題
含
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
保
留
し
て
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）

頃
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
少
し
後
の
時
代
の
も
の
に
な
る
が
、『
要
略
集
』「
裏
書
」（
以
下
「
裏
書
」

と
略
称
、
翻
刻
は
『
蹴
鞠
の
研
究
』
の
『
要
略
集
』
付
載
）
と
難
波
流
蹴
鞠
口

（
注
2
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

う
に
植
え
、
御
所
の
前
に
逃
木
を
立
て
た
」
と
い
い
、「
逃
木
」
は
本
木
（
根
の

あ
る
木
）
で
は
な
く
切
立
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
逃
木
と
は
四
本

懸
以
外
の
木
の
こ
と
で
、鞠
庭
が
広
い
場
合
に
植
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う（『
口

伝
集
』
下
下
3
「
切
立
事
」
源
九
説
）。
後
代
、
池
や
藪
が
あ
っ
て
鞠
が
そ
ち
ら

へ
い
く
と
困
る
場
合
の
障
壁
と
し
て
植
え
る
と
あ
る
（
一
四
世
紀
成
立
、
御
子

左
為
定
著
『
遊
庭
秘
抄
』「
懸
事
」
群
書
類
従
蹴
鞠
部
）。

　

天
皇
ゆ
え
筵
道
が
敷
か
れ
て
い
る
。
院
の
親
王
時
代
に
も
敷
い
た
と
さ
れ
る

が
（『
三
時
抄
』「
舗
設
」
ｐ
366
）、不
審
も
だ
さ
れ
て
い
る
（『
三
時
抄
』「
親
王
」

ｐ
389
）。

　

▼
保
元
三
年
の
頃
、
太
平
の
世
の
天
子
は
着
用
し
な
か
っ
た
奴
袴
（
指
貫
）

を
院
が
始
め
て
蹴
鞠
に
用
い
た
。
そ
の
と
き
院
は
諸
卿
に
諮
問
し
、
五
節
の
舞

御
覧
の
た
め
の
御
帳
台
出
御
の
装
束
に
準
じ
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
専
ら

用
い
ら
れ
希
代
の
例
と
な
っ
た
。（『
一
巻
書
』「
蹋
鞠
時
服
事
・
奴
袴
事
」）

【
メ
モ
】奴
袴（
指
貫
）は
括
り
紐
の
つ
い
た
公
卿
の
日
常
着（『
有
職
故
実
大
辞
典
』

「
指
貫
」
鈴
木
敬
三
執
筆
）。
鞠
足
が
指
貫
を
着
用
す
る
の
は
一
般
的
で
括
る
位

置
が
論
議
さ
れ
（『
口
伝
集
』
上
上
5
「
会
者
装
束
事
」）、
後
代
、
膝
下
で
括
る

上し
ょ
う
く
く
括
り
か
足
首
で
括
る
下げ

ぐ
く括
り
か
が
問
題
に
さ
れ
る（『
三
時
抄
』「
大
理
」ｐ
390
）。

天
皇
が
指
貫
を
着
る
に
あ
た
り
五
節
帳
台
試
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
院

政
期
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
五
節
帳
台
試
に
準
じ
、
蹴
鞠
装
束
と
し

て
天
皇
の
指
貫
着
用
を
是
と
す
る
こ
と
は
、
後
鳥
羽
院
在
位
中
に
も
討
議
さ
れ

て
い
る
（『
三
時
抄
』「
主
上
御
装
束
」
ｐ
387
）。
年
次
不
明
だ
が
「
後
白
河
院
の

御
時
、
行
長
が
禁
中
の
御
会
に
布
衣
（
布
狩
衣
）
を
許
さ
れ
た
と
い
う
。
あ
る

記
録
に
見
え
る
」（『
要
略
集
』「
装
束
事
」
ｐ
205
）
と
あ
る
。
行
長
は
紀
氏
。
紀

家
は
行
元
―
行
長
―
行
実
―
行
景
…
と
続
く
重
代
の
鞠
の
家
で
あ
る
（『
紀
家
系

元
の
乱
。》

 

保
元
三
年
（
一
一
五
八
）　

在
位
中
三
二
歳
。

　

▼
正
月
、
賀
茂
神
主
重
忠
に
命
じ
て
、
切
立
（
根
を
切
り
取
っ
た
木
。
鞠
場

の
装
置
）
を
召
さ
れ
た
。
柳
・
桜
・
松
・
鶏
冠
木
の
切
立
で
、
正
祢
宜
賀
茂
家

平
が
弘
徽
殿
東
庭
に
立
て
た
。
筵
道
を
庭
に
敷
き
満
た
し
て
院
が
鞠
庭
に
下
り

立
っ
た
。（『
口
伝
集
』
下
巻
上
帖
３
条
（
以
下
「
下
上
３
」
の
よ
う
に
記
す
）「
帝

皇
御
蹴
鞠
事
」、下
下
29
も
ほ
ぼ
同
文
。（　

）は
筆
者
に
よ
る
注
記
。
以
下
同
じ
。）

【
メ
モ
】
後
白
河
院
の
蹴
鞠
に
立
っ
た
記
事
の
初
出
で
あ
る
。
こ
の
時
、
記
主
で

あ
る
頼
輔
（
四
七
歳
（
当
時
の
年
齢
、
以
下
同
じ
））
は
こ
の
場
に
は
い
ず
、「
伝

え
聞
く
こ
と
な
の
で
詳
細
は
書
け
な
い
。
公
卿
・
殿
上
人
に
尋
ね
て
記
し
入
れ

る
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
不
明
だ
が
、
頼
輔
は
保
元
の
乱
後
、
東
山

に
籠
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

切
立
設
置
は
賀
茂
家
平
（
一
一
〇
二
～
七
七
、五
七
歳
）
が
行
っ
て
い
る
。
賀

茂
家
は
、
成
助
―
成
継
―
成
平
―
家
平
―
幸
平
…
…
と
続
い
て
い
く
重
代
の
鞠

の
家
で
あ
り
、家
平
と
同
年
生
ま
れ
の
重
忠
は
父
・
成
平
の
従
弟
に
あ
た
る
（『
賀

茂
社
家
系
図
』
神
道
大
系
神
社
篇
八
）。
家
平
は
禁
中
に
四
季
木
の
切
立
を
立
て

た
。
切
立
に
つ
い
て
の
口
伝
は
多
く
家
平
説
も
伝
わ
っ
て
い
る
（『
口
伝
集
』
下

下
３
「
切
立
事
」）。
こ
の
頃
、
木
は
鞠
場
の
装
置
と
し
て
必
須
の
も
の
と
意
識

さ
れ
、
切
立
を
立
て
る
こ
と
で
木
の
無
い
と
こ
ろ
で
行
う
「
庭
鞠
」（『
口
伝
集
』

上
下
163
「
庭
鞠
の
事
」）
を
避
け
た
。

　

年
次
不
明
、
ど
こ
の
御
所
か
も
不
明
だ
が
、
頼
輔
が
「
御
所
」
に
三
本
懸
を

植
え
た
記
録
が
あ
る
（『
要
略
集
』「「
三
本
懸
事
」
ｐ
186
、『
三
時
抄
』「
懸
樹
事
」

ｐ
360
）。
懸
木
は
四
本
が
普
通
で
あ
る
が
三
本
懸
は
狭
い
鞠
壺
な
ど
に
立
て
る
も

の
と
す
る
。『
要
略
集
』
に
よ
る
と
、
頼
輔
は
「
二
本
は
普
通
の
懸
木
と
同
じ
よ

（
注
6
）

（
注
7
）
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図
』群
書
類
従
系
譜
部
）。成
通
説
に「
鞠
会
に
は
内
裏
で
も
昔
は
布
衣
で
あ
っ
た
」

（『
口
伝
集
』
下
上
33
「
禁
中
の
御
鞠
に
布
衣
事
」）
と
あ
り
、
成
通
説
の
あ
と
に

は
頼
輔
に
よ
っ
て
『
李
部
王
記
』
の
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
六
月
二
九
日
の
温

明
殿
前
の
蹴
鞠
で
名
足
ら
が
布
衣
・
烏
帽
子
で
プ
レ
ー
し
た
故
実
が
引
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
行
長
に
布
衣
が
許
さ
れ
る
た
め
の
先
例
と
な
ろ
う
。
蹴
鞠
装
束

の
故
実
は
、
天
子
が
鞠
に
立
つ
事
で
本
格
的
論
議
が
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

▼
保
元
三
年
の
頃
、
藤
原
顕
長
邸
に
行
幸
し
、
雨
儀
の
屋
（
雨
天
時
の
屋
）

を
構
え
た
。
高
さ
一
丈
七
尺
（
約
五
Ｍ
）、
広
さ
四
丈
（
約
一
二
Ｍ
）
余
り
、
懸

の
上
に
雨
皮
（
雨
天
時
に
牛
車
な
ど
を
覆
う
雨
覆
い
）
を
張
り
周
囲
に
は
糸
で

編
ん
だ
網
を
引
く
。
当
時
珍
し
い
出
来
事
と
さ
れ
た
と
い
う
。（『
一
巻
書
』「
用

樹
事
・
懸
上
屋
事
」）

【
メ
モ
】
藤
原
顕
長
（
一
一
一
八
～
六
七
、四
一
歳
）
は
葉
室
顕
隆
の
子
、
八
条

中
納
言
。
前
年
の
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
四
月
二
一
～
二
二
日
に
も
彼
の
八

条
堀
川
邸
は
院
の
方
違
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
年
次
不
明
だ
が
以
下
の

記
事
も
あ
る
。

後
白
河
在
世
中
、
顕
房
卿
の
家
に
行
幸
三
日
間
ご
逗
留
の
時
に
鞠
会
が
あ

り
、
七
間
（
約
一
三
Ｍ
）
四
面
の
高
仮
屋
を
作
っ
て
、
大
竹
の
柱
に
て
、

廂
の
檐
丈
二
丈
五
尺（
約
七
Ｍ
）、内
の
広
さ
六
丈（
約
一
八
Ｍ
）で
あ
っ
た
。

懸
は
八
本
、松
柳
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
雨
皮
を
覆
っ
た
こ
と
も
あ
る（『
三

時
抄
』「
鞠
室
」
ｐ
367
）。

　

こ
ち
ら
は
「
顕
房
」
に
な
っ
て
い
る
。
顕
長
の
母
は
源
顕
房
女
で
あ
る
。
源

顕
房
（
一
〇
三
七
～
九
四
）
は
こ
の
頃
故
人
で
あ
る
の
で
顕
長
の
こ
と
か
。
雨

天
で
も
蹴
鞠
を
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
記
事
は
院
が
い
か
に
熱
中
し
た
か
、

ま
た
そ
れ
に
顕
長
が
い
か
に
よ
く
応
え
た
か
を
知
ら
せ
る
。
雨
天
時
の
蹴
鞠
に

つ
い
て
は
、『
口
伝
集
』
上
下
100
「
屋
の
廊
の
鞠
を
分
か
つ
事
」、
下
下
76
「
車

宿
の
鞠
の
事
」、
下
下
81
「
毎
日
会
事
」
に
記
事
が
あ
る
。

《
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
八
月
一
一
日
、
後
白
河
天
皇
退
位
。》

（
２
）
退
位
後

 

平
治
元
年
（
一
一
五
九
）　

院
三
三
歳
。

　

▼
保
元
四
年
（
一
一
五
九
）
三
月
三
〇
日
、高
松
殿
北
中
門
内
に
切
立
が
あ
り
、

時
の
名
足
が
召
さ
れ
て
御
会
が
あ
っ
た
。

　

侍
従
大
納
言
藤
原
成
通
（
一
〇
九
七
～
一
一
六
二
、六
三
歳
、
頼
輔
の
鞠
の

師
。
後
代
、
鞠
聖
と
さ
れ
る
）
も
召
さ
れ
た
の
で
、
未
の
は
じ
め
（
午
後
一
時
）

頃
に
参
上
し
公
卿
の
座
に
祗
候
し
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
呼
ば
れ
て
御
前

に
参
っ
た
。
蹴
鞠
の
作
法
等
の
お
尋
ね
が
あ
り
一
つ
一
つ
に
答
え
た
。
次
に
鞠

に
立
つ
よ
う
仰
せ
が
あ
っ
た
が
、
成
通
は
「
脚
病
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
て
後
、

十
余
年
蹴
鞠
も
せ
ず
、
こ
の
間
灸
治
を
し
た
が
足
踏
（
蹴
鞠
の
運
歩
）
が
で
き

る
よ
う
に
も
思
え
な
い
」
と
答
え
固
く
辞
退
し
た
の
で
、
御
所
の
前
の
隅
に
畳

を
敷
い
て
座
ら
せ
た
。

　

鞠
が
始
ま
っ
て
院
が
庭
に
下
り
立
っ
た
。
参
会
者
は
、
右
衛
門
督
藤
原
信
頼

（
一
一
三
三
～
六
〇
、二
七
歳
、院
の
寵
臣
。こ
の
年
一
二
月
、平
治
の
乱
で
落
命
）。

伊
予
守
藤
原
行
通
（
？
～
一
一
八
〇
、
成
通
の
兄
信
通
の
子
）。
右
少
将
源
通
家

（
一
一
三
三
～
六
八
、二
七
歳
、
資
賢
の
子
、
重
代
の
鞠
足
で
岡
崎
の
流
と
呼
ば

れ
る
）。
頼
輔（
四
八
歳
）。
兵
衛
尉
保
忠
。
右
馬
允
盛
正
。
内
舎
人
紀
行
長
。（
院

を
含
め
八
人
。）

　

各
人
立
ち
位
置
に
付
い
て
信
頼
が
鞠
を
上
げ
る
。
正
式
な
上
鞠
の
作
法
で
は

（
注
8
）

（
注
9
）

ｐ
191
、『
三
時
抄
』「
鋪
設
」
ｐ
366
）。　

　

信
頼
の
上
鞠
の
さ
ま
は
具
体
的
に
は
不
明
だ
が
、後
の「
無
作
法
の
上
鞠
」（『
要

略
集
』「
上
鞠
足
数
事
」
ｐ
286
）
と
呼
ば
れ
る
上
鞠
故
実
に
つ
な
が
る
も
の
だ
ろ

う
か
。
上
鞠
役
は
名
誉
の
役
と
し
て
重
視
さ
れ（『
口
伝
集
』上
上
26「
上
鞠
事
」）、

後
代
そ
の
作
法
故
実
は
多
岐
に
わ
た
る
（『
要
略
集
』「
上
鞠
事
」「
勤
其
役
作
法
」

「
上
鞠
足
数
事
」「
上
鞠
譲
人
様
事
」「
上
鞠
請
取
様
事
」
ｐ
283
～
294
）。

　

立
ち
位
置
で
の
所
作
で
上
手
か
ど
う
か
は
わ
か
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
所
作

と
は
「
足
踏
」
の
こ
と
で
あ
る
（「
裏
書
」
三
八
―
３
「
身
体
事
」
ｐ
314
）。

　

散
会
後
の
逸
話
を
記
す
文
章
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
成
通
は
足
が
利
か
な
く

な
っ
た
最
晩
年
に
あ
っ
て
も
、
貴
賤
を
問
わ
ず
多
く
の
弟
子
た
ち
に
慕
わ
れ
て

い
た
様
子
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
成
通
は
自
ら
の
東
山
の
山
荘
に
「
鞠

屋
」
を
作
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
（『
三
時
抄
』「
縁
」
ｐ
369
）、「
弟
子
振
舞
い
」

と
し
て
つ
ね
づ
ね
革
襪
を
分
配
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
韈
を
枝
に
付

け
て
贈
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
成
通
説
に
は
枝
へ
の
結
い
付
け
方
を
示
し

た
口
伝
も
あ
る
（『
口
伝
集
』
下
下
26
「
鞠
を
枝
に
付
く
る
事
」）。
成
通
は
こ
の

年
一
〇
月
に
出
家
、
三
年
後
に
六
六
歳
で
没
す
る
。

　

年
次
不
明
だ
が
高
松
殿
に
は
「
鞠
足
屋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
以
下
か
ら
知
ら

れ
る
。（〈　

〉
は
割
注
。
以
下
同
じ
。）

後
白
河
院
の
御
時
、
高
松
殿
に
「
鞠
足
屋
」
と
い
っ
て
、
中
門
と
門
と
の

間
の
築
地
に
沿
っ
て
五
間
（
約
九
Ｍ
）
二
面
の
屋
を
作
っ
て
、
鞠
足
の
居

所
と
し
て
毎
日
垸
飯
・
饗
膳
が
あ
っ
た
。鞠
足
が
お
の
お
の
朝
夕
に
祗
候
し
、

巳
一
点
（
午
前
九
時
）
か
ら
午
時
（
午
前
一
一
時
か
ら
午
後
一
時
）
ま
で

は
下
足
〈
露
払
役
の
鞠
足
〉
用
、
未
時
（
午
後
一
時
か
ら
三
時
）
か
ら
晩

に
及
ぶ
ま
で
は
上
足
用
で
あ
る
。
夜
に
な
っ
た
ら
広
御
所
で
今
日
の
（
院

な
い
。

　

院
の
明
足
（
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
）
の
た
び
に
成
通
が
感
心
し
て
い
る
様
子
は

素
晴
ら
し
く
見
え
る
。
蹴
鞠
は
鞠
に
足
が
当
た
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
鞠
が
他

の
と
こ
ろ
に
あ
る
時
の
立
ち
位
置
で
の
所
作
で
、
上
手
か
ど
う
か
が
は
っ
き
り

と
わ
か
る
の
で
、
成
通
が
（
私
、
頼
輔
を
）
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
だ
ろ
う
か

と
思
う
と
と
て
も
恥
ず
か
し
い
。
今
日
の
御
会
で
は
鞠
数
な
ど
は
多
く
上
が
り
、

興
は
そ
れ
ほ
ど
も
な
か
っ
た
が
面
白
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

御
会
が
終
わ
っ
て
鞠
談
義
が
あ
っ
た
。
院
の
蹴
鞠
に
つ
い
て
、
成
通
は
殊
の

外
感
心
し
た
と
言
っ
た
よ
う
だ
が
場
所
が
離
れ
て
い
た
の
で
そ
の
言
葉
は
聞
こ

え
な
い
。（
成
通
は
上
達
部
、
頼
輔
は
地
下
で
あ
る
。）

　

院
が
御
所
に
お
入
り
に
な
っ
て
後
、
各
人
分
散
し
、「
成
通
様
が
も
し
今
日
の

蹴
鞠
に
立
っ
て
い
た
な
ら
、
韈
を
持
ち
寄
っ
て
弟
子
振
舞
い
を
す
る
だ
ろ
う
に

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
そ
ん
な
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
残
念
極
ま
り
な
い
」（
と

言
う
の
を
聞
い
た
。）、退
出
す
る
と
き
（
頼
輔
が
）
中
門
に
歩
み
出
て
（
成
通
を
）

送
ろ
う
と
し
た
が
、
そ
の
と
き
ま
た
「
近
く
に
も
寄
ら
な
い
で
、
一
人
で
お
歩

き
な
さ
ろ
う
と
は
。」
と
（
成
通
に
）
言
葉
を
か
け
る
人
々
が
大
勢
い
る
の
を
聞

い
た
。（
そ
れ
で
頼
輔
は
）
門
ま
で
お
送
り
し
て
留
ま
っ
た
。（『
口
伝
集
』
下
上

４
「
太
上
天
皇
御
蹴
鞠
事
」、
下
下
30
も
ほ
ぼ
同
文
。）

【
メ
モ
】高
松
殿
は
院
御
所
。
院
の
即
位
は
こ
こ
で
行
わ
れ
、以
後
里
内
裏
と
な
っ

た
。
平
治
の
乱
で
焼
失
（『
平
安
時
代
史
事
典
』「
高
松
殿
①
」
朧
谷
寿
執
筆
）。

夏
は
未
時（
午
後
二
時
前
後
）に
鞠
会
を
始
め
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る（『
口
伝
集
』

上
上
1「
蹴
鞠
時
節
事
」）。
鞠
に
立
た
な
か
っ
た
成
通
に
見
證
の
座
を
儲
け（『
口

伝
集
』
上
上
4
「
旧
老
の
鞠
足
見
證
す
べ
き
事
」）、
畳
を
敷
い
て
い
る
。
後
代
、

見
證
の
座
の
敷
物
に
は
身
分
に
よ
る
区
別
が
出
来
て
く
る（『
要
略
集
』「
敷
物
事
」



の
な
さ
っ
た
）
御
鞠
の
善
し
悪
し
の
評
議
が
あ
っ
た
。
竹
屋
（
竹
で
作
っ

た
小
屋
）
に
鞠
足
の
た
め
の
料
と
し
て
人
々
が
種
々
の
物
を
調
進
し
た
。

藤
原
顕
長
中
納
言（
先
出
）が
調
進
し
た
物（
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
）。（
蹴

鞠
に
関
す
る
も
の
の
み
を
挙
げ
食
事
に
関
す
る
も
の
は
省
く
。）

鞠
足
装
束
三
十
具
〈
十
具
殿
上
人
、
十
具
僧
鞠
足
料
、
十
具
下
臈
料

等
で
あ
る
〉。
上
品
八
丈
絹
（
一
匹
の
長
さ
が
八
丈
の
絹
）
三
十
疋
。

国
絹
（
地
方
産
絹
）
百
疋
。
綿
三
百
両
。
色
革
三
十
枚
、
色
々
布

百
二
十
段
、
敷
皮
三
十
枚
。
…
…
御
鞠
十
、
沓
二
十
足
、
韈
三
十
足
。

（『
三
時
抄
』「
鞠
足
屋
」
ｐ
368
）

　

院
は
中
門
の
外
側
に
鞠
足
の
集
会
所
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
、
御
所
を
蹴
鞠

セ
ン
タ
ー
と
し
て
鞠
足
を
集
め
育
成
し
、
院
自
ら
も
蹴
鞠
を
し
、
そ
の
評
価
を

周
囲
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
院
の
今
様
好
き
は
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
・
巻
十
』

か
ら
知
ら
れ
芸
追
究
の
姿
勢
に
は
激
烈
な
も
の
が
あ
る
が
、
蹴
鞠
に
つ
い
て
も

そ
の
よ
う
な
「
好
き
」（
数
奇
）
心
を
見
せ
て
い
る
。

　

藤
原
顕
長
の
調
進
し
た
鞠
足
料
の
う
ち
「
敷
皮
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う

に
あ
る
。

武
家
の
法
で
は
何
事
に
も
庭
で
の
行
事
で
は
敷
皮
を
用
い
、
鞠
の
時
も
そ

れ
を
敷
く
。
後
白
河
院
の
御
時
、
鞠
の
屋
の
具
足
に
も
敷
皮
を
置
い
た
。

こ
れ
は
敷
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
先
例
は
な
い
が
そ
の
場
所
の
し
き
た

り
と
し
て
問
題
な
い
。
但
し
月
卿
雲
客
に
は
（
畳
や
円
座
を
敷
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
敷
皮
は
）
不
適
切
で
あ
る
。（『
三
時
抄
』「
鋪
設
」
ｐ

366
）

　

高
松
殿
は
保
元
の
乱
の
時
、
源
義
朝
や
平
清
盛
ら
が
候
し
た
の
で
（（『
平
安

時
代
史
事
典
』「
高
松
殿
①
」
朧
谷
寿
執
筆
）、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
武
家
の

や
り
方
が
伝
わ
っ
た
も
の
か
。

　

▼
そ
の
日
の
御
会
の
後
、二
、三
日
し
て
、（
私
、頼
輔
は
）成
通
の
所
へ
出
か
け
、

院
の
な
さ
る
蹴
鞠
の
こ
と
な
ど
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
成
通
が
言
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
、「
院
の
蹴
鞠
は
ど
の
よ
う
に
御
覧
に
な
り
ま
し
た
か
」
と
聞
い
た
と

こ
ろ
、「
言
葉
も
な
い
。
あ
ま
り
に
も
道
理
に
外
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
切

立
の
木
か
ら
外
側
に
は
野
伏
を
立
て
る
べ
き
な
の
に
、
そ
う
し
な
い
で
、「
道
の

者
」（
蹴
鞠
道
家
の
者
）
の
よ
う
に
な
さ
っ
て
い
た
。
筋
の
通
ら
な
い
無
茶
な
こ

と
で
あ
る
。」

（
つ
づ
き
）「
但
し
本
格
的
で
上
手
な
こ
と
で
は
並
ぶ
も
の
が
な
い
。
中
で
も
傍

身
鞠
（
身
に
沿
う
鞠
）
は
一
番
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
誰
よ
り
も
優
れ

て
い
る
。
昔
で
も
（
こ
れ
ほ
ど
の
人
は
）
め
っ
た
に
い
な
い
。
人
よ
り
優
れ
て

い
る
足
技
で
尖
矢
（
武
器
と
な
る
よ
う
な
得
意
技
）
と
し
て
い
る
。
か
つ
て
賀

茂
成
平
（
一
〇
八
一
～
一
一
三
六
、家
平
の
父
）
の
延
足
に
は
及
ぶ
人
も
無
か
っ

た
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
足
技
は
こ
う
で
あ
る
よ
、と
広
く
知
ら
せ
る
の
が
よ
い
。」

（
つ
づ
き
）「
だ
い
た
い
、
一
般
の
人
が
鞠
を
好
む
の
で
さ
え
素
晴
ら
し
い
こ
と

な
の
に
、
ま
し
て
天
下
の
君
で
あ
る
院
が
こ
れ
ほ
ど
に
人
よ
り
優
れ
て
い
る
の

は
、
こ
の
道
の
繁
栄
で
あ
る
。
鞠
を
好
む
人
は
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。」

　

さ
て
、（
頼
輔
が
）「
各
人
の
鞠
の
さ
ま
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
。」
と
聞

く
と
、（
成
通
は
）「
信
頼
の
鞠
姿
は
父
親
の
忠
隆
（
一
一
〇
二
～
五
〇
、
故
人
）

が
思
い
出
さ
れ
て
、
上
手
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
ず
っ
と
鞠
に
熱
中

し
て
「
我
が
鞠
人
の
鞠
分
か
つ
こ
と
」（
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
覚
え
る
こ
と
）

が
で
き
る
く
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
よ
も
や
早
足
に
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
調
和
の
と
れ
た
好
も
し
い
鞠
の
さ
ま
で
は
あ
る
が
。」

（
つ
づ
き
）「
そ
も
そ
も
人
々
の
姿
勢
が
傾
い
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
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信
頼
の
父
・
忠
隆
は「
成
通
ト
争
鞠
人
也
」（『
口
伝
集
』上
上
5「
会
者
装
束
事
」）

と
さ
れ
、
両
人
の
比
較
評
も
伝
わ
る
（『
口
伝
集
』
下
下
65
「
忠
隆
を
拾
遺
納
言

に
劣
ら
ず
と
い
ふ
事
」）。

　

▼
保
元
四
年
五
月
三
日
、
僧
は
昔
は
沓
は
履
か
な
か
っ
た
。
尻
切
に
畳
紙
を

当
て
て
結
っ
た
。
始
め
て
沓
を
履
い
た
例
は
こ
の
日
で
、
実
尋
が
後
白
河
院
か

ら
沓
韈
を
賜
わ
っ
て
着
用
し
、
今
は
沓
を
履
く
。
源
九
は
源
有
仁
（
一
一
〇
三

～
四
七
）
か
ら
沓
を
賜
わ
っ
て
始
め
て
履
い
た
。
入
道
の
初
例
で
あ
る
。（『
三

時
抄
』「
僧
」
ｐ
391
）

【
メ
モ
】
実
尋
は
成
通
の
ラ
イ
バ
ル
藤
原
忠
隆
の
弟
子
で
「
実
尋
記
」
と
い
う
書

（
鞠
日
記
か
）
も
あ
っ
た
よ
う
だ
（『
三
時
抄
』「
懸
樹
事
」
ｐ
350
、
351
、「
束
帯
」

ｐ
373
）。
出
家
者
が
沓
を
履
い
た
先
例
は
源
九
入
道
で
有
仁
か
ら
賜
っ
て
い
る
が

（『
三
時
抄
』「
遁
世
人
」
ｐ
393
）、
有
仁
は
衣
紋
道
の
祖
と
さ
れ
、
何
か
と
革
新

的
だ
っ
た
よ
う
だ
。

《
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
一
二
月
、
平
治
の
乱
。》

 

長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）　

院
三
八
歳
。

　

▼
三
月
一
三
日
、
尊
勝
寺
の
御
会
の
時
、
頼
輔
（
五
三
歳
）
が
狩
衣
の
袖
の

括
り
を
抜
く
。（「
裏
書
」
一
一
―
８
「
装
束
事
」
ｐ
201
）

【
メ
モ
】
尊
勝
寺
は
堀
川
天
皇
御
願
寺
。
六
勝
寺
の
一
つ
。「
御
」
会
と
あ
る
の

で
院
も
鞠
に
立
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
狩
衣
の
括
り
を
抜
く
の
は
、
成
通
説
に

「
葉
懸
り
の
時
分
に
、人
と
挑
む
（
数
鞠
を
競
う
こ
と
か
）
折
に
片
括
り
を
抜
く
」

と
あ
る
（『
口
伝
集
』
上
上
13
「
狩
衣
の
括
り
抜
く
事
」）。
括
り
を
抜
く
の
は
暑

さ
凌
ぎ
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
盛
り
上
が
っ
た
鞠
会
だ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。

《
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）、
難
波
宗
長
（
一
一
六
四
～
一
二
二
五
）
誕
生
。》

《
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）、
飛
鳥
井
雅
経
（
一
一
七
〇
～
一
二
二
一
）
誕
生
。》

蹴
鞠
は
何
と
い
っ
て
も
癖
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。保
忠
は
鞠
を
乞
う
声
が
仰
々

し
い
。
紀
行
長
は
、
少
年
で
あ
り
な
が
ら
や
は
り
蹴
鞠
道
の
家
の
者
で
あ
る
こ

と
よ
。
父
の
紀
行
元
の
こ
と
を
思
わ
れ
て
し
み
じ
み
と
す
る
。」

（
つ
づ
き
）「
だ
い
た
い
蹴
鞠
は
昔
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
切
立
が
低
く
な
っ

て
、
人
の
立
姿
も
変
わ
っ
て
面
白
く
は
あ
る
の
だ
が
、
数
は
上
が
ら
な
く
な
っ

た
よ
う
だ
。
鞠
も
少
し
小
さ
く
な
っ
た
か
ね
え
。」
と
言
っ
た
。（『
口
伝
集
』
下

上
5
「
御
会
事
大
納
言
申
さ
る
ゝ
や
う
」、
下
下
31
も
ほ
ぼ
同
文
。）

【
メ
モ
】
成
通
が
院
の
蹴
鞠
を
講
評
し
て
い
る
。
そ
の
評
価
は
貴
人
の
補
助
役
と

し
て
立
て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
野
臥（『
要
略
集
』「
野
臥
事
」ｐ
325
）を
立
て
ず
、

道
の
者
の
よ
う
に
プ
レ
ー
し
、
治
天
の
君
と
し
て
の
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
を

批
判
す
る
。
蹴
鞠
の
文
化
的
地
位
は
ま
だ
低
い
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
と
も
言

え
る
。
後
代
、承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
四
月
七
日
、後
鳥
羽
院
が
「
此
（
蹴
鞠
）

道
之
長
者
」（『
承
元
御
鞠
記
』
末
尾
、
群
書
類
従
蹴
鞠
部
）
の
尊
号
を
上
奏
さ

れ
る
こ
と
で
、
治
天
の
君
と
道
の
長
者
の
地
位
が
一
致
、
後
鳥
羽
院
が
蹴
鞠
文

化
の
統
合
者
と
な
り
蹴
鞠
の
地
位
は
最
上
級
の
も
の
と
な
る
。「
長
者
」
と
は
、

単
に
人
よ
り
勝
れ
て
い
る
者
の
こ
と
で
は
な
い
。
皆
が
心
を
一
つ
に
し
て
尊
仰

す
る
人
が
そ
う
呼
ば
れ
、源
盛
長
、賀
茂
成
平
、そ
し
て
成
通
の
名
が
挙
が
る（『
口

伝
集
』
下
下
68
「
長
者
を
大
君
と
い
ふ
事
」、
下
下
69
「
長
者
事
」）。

　

治
天
の
君
が
道
の
長
者
に
な
る
ま
で
に
は
、
蹴
鞠
の
評
価
軸
を
院
や
天
皇
向

け
に
作
り
直
し
、
作
法
や
技
術
を
変
容
さ
せ
て
行
く
過
程
が
推
測
さ
れ
よ
う
。

成
通
は
院
の
傍
身
鞠
を
絶
賛
し
て
い
る
が
、
鞠
場
が
切
立
中
心
に
な
っ
て
小
型

化
し
鞠
も
小
型
化
す
る
こ
と
で
、
延
足
が
評
価
さ
れ
た
成
平
や
成
通
の
時
代
か

ら
、
傍
身
鞠
が
評
価
さ
れ
る
新
し
い
時
代
へ
と
移
っ
て
い
く
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。

（
注
10
）

鞠
足
屋
の
よ
う
な
屋
内
練
習
場
は
江
戸
時
代
の
加
賀
藩
な
ど
大
名
屋
敷
に
建

て
ら
れ
る
例
が
あ
る
が
（『
太
梁
公
日
記
』
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
一
一
月

朔
日
条
）、
そ
の
早
い
例
と
言
え
よ
う
。
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二
、
安
元
御
賀
（
後
白
河
院
五
十
賀
）
の
鞠
会

（
１
）
上
鞠
役
・
頼
輔

 

安
元
元
年
（
一
一
七
五
）　

院
四
九
歳
。

　

▽
承
安
五
年（
一
一
七
五
）四
月
五
日
、九
条
良
通（
一
一
六
七
～
八
八
、九
歳
、

兼
実
嫡
男
）
邸
で
蹴
鞠
が
あ
り
、当
世
の
上
手
が
参
入
、頼
輔
も
こ
の
中
に
い
た
。

こ
の
人
は
「
無
双
達
者
」
で
あ
る
（『
玉
葉
』
国
書
刊
行
会
本
、
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
閲
覧
）。

【
メ
モ
】
頼
輔
（
六
四
歳
）
は
蹴
鞠
の
無
双
達
者
と
し
て
、
翌
年
の
法
住
寺
（
院

御
所
）
で
の
後
白
河
院
五
十
賀
の
上
鞠
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
経
緯

に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

後
白
河
院
の
御
時
に
藤
原
成
通
を
師
範
に
召
さ
れ
た
時
、
成
通
は
「
我
が

身
は
す
で
に
老
耄
、
行
歩
叶
わ
ず
出
仕
に
憚
り
が
あ
る
。
当
流
に
お
い
て

は
す
で
に
頼
輔
に
奥
義
を
授
け
て
あ
る
。
頼
輔
の
所
行
に
習
い
、
師
範
と

し
て
談
議
す
る
に
も
不
足
は
な
い
は
ず
だ
」
と
言
っ
て
、
頼
輔
に
代
わ
る

よ
う
進
言
し
奏
聞
が
な
さ
れ
た
。
許
し
あ
っ
て
頼
輔
に
師
範
役
を
召
し
つ

け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
安
元
二
年
五
十
歳
の
御
賀
の
時
、
頼
輔
は
重
代
の

鞠
足
と
し
て
、
し
か
も
成
通
の
正
流
を
伝
え
る
師
範
役
に
な
り
、
当
時
の

上
手
と
し
て
上
鞠
役
を
奉
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
余
人
は
上
鞠
役
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。（『
要
略
集
』「
上
鞠
事
」
ｐ
283
）

　

頼
輔
が
成
通
の
正
流
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
口
伝
集
』序
、『
三

時
抄
』
序
に
も
記
さ
れ
る
。

 

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）　

院
五
〇
歳
。

　

▽
三
月
四
日
、
後
白
河
院
五
十
賀
の
時
、
頼
輔
（
六
五
歳
）
に
上
鞠
を
す
る

よ
う
に
と
の
仰
せ
が
あ
っ
た
の
で
、
御
鞠
の
会
が
行
わ
れ
る
前
の
日
、
藤
原
泰

通
（
一
一
四
七
～
一
二
一
〇
、三
五
歳
。
成
通
の
猶
子
）
の
と
こ
ろ
へ
（
頼
輔
が
）

出
向
い
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
私
の
蹴
鞠
は
、
あ
な
た
の
御
尊
父
・
成
通
大
納

言
の
弟
子
と
し
て
受
け
継
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
上
鞠
役
の
仰
せ
が
下
っ
た

こ
と
で
後
代
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
ひ
と
え
に
成
通
様
の
お
蔭
で
あ

る
。
報
恩
の
た
め
に
あ
な
た
に
上
鞠
で
上
げ
た
次
の
鞠
を
譲
ろ
う
（
蹴
り
渡
そ

う
）
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
こ
そ
適
任
と
思
っ
て
、
上
鞠
役
を
も
し

よ
う
と
思
っ
て
い
た
上
手
な
人
々
が
、
大
勢
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
そ
ん
な
中

で
も
次
の
鞠
の
請
け
取
り
役
は
あ
な
た
に
し
て
も
ら
い
た
く
、他
の
人
が
代
わ
っ

て
し
ま
う
の
は
残
念
に
思
う
。
こ
と
さ
ら
誰
に
次
の
鞠
を
譲
ろ
う
か
、（
あ
な
た

し
か
い
な
い
）」
と
相
談
し
た
と
こ
ろ
、（
泰
通
は
）「
ま
ず
、
強
装
束
の
束
帯
を

着
て
、
慣
れ
な
い
新
し
い
沓
で
、
砂
子
の
深
い
鞠
場
で
そ
れ
を
履
い
て
、
弾
ん

だ
鞠
を
足
に
当
て
て
、
ど
ち
ら
へ
譲
ろ
う
か
、
思
い
通
り
に
は
い
か
な
い
。
ま

し
て
や
院
の
賀
宴
と
い
う
、
こ
の
上
な
い
ほ
ど
の
晴
の
会
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
か

じ
め
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
言
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
」
と
答
え
て
終
わ
っ
た
。

　
（
頼
輔
は
）「
そ
れ
な
ら
ば
、た
ま
た
ま
無
意
識
に
、鞠
が
自
然
に
そ
ち
ら
へ
行
っ

た
よ
う
に
し
て
次
の
鞠
を
譲
ろ
う
と
思
う
。
上
鞠
で
は
次
の
鞠
を
譲
ろ
う
と
す

る
人
に
対
し
、
鞠
を
上
げ
る
こ
と
を
気
色
（
表
情
で
知
ら
せ
る
こ
と
）
す
る
の

だ
が
、
そ
の
と
き
、
請
け
取
る
由
の
挨
拶
を
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、

今
回
は
人
々
の
遺
恨
が
な
い
よ
う
に
、
自
然
と
鞠
が
そ
ち
ら
へ
行
っ
た
よ
う
に

し
よ
う
と
思
う
。
す
る
と
、
向
か
い
合
う
（
対
縮
の
位
置
に
立
つ
）
わ
け
に
も

い
か
な
い
し
、
特
に
傍
（
傍
縮
の
位
置
）
な
ど
に
な
ら
な
い
よ
う
に
立
た
な
け

や
り
方
で
よ
い
だ
ろ
う
」
と
（
そ
っ
け
な
く
）
答
え
た
。
頼
輔
が
「
革
韈

で
三
足
の
上
鞠
を
し
よ
う
と
思
う
」
と
言
う
と
、「
装
束
（
束
帯
）
に
は
襪

が
要
る
。
七
〇
歳
過
ぎ
て
（
頼
輔
は
六
五
歳
、
七
〇
歳
過
ぎ
な
の
は
家
平

の
ほ
う
）
の
三
足
の
上
鞠
は
（
よ
ろ
よ
ろ
し
て
）
見
苦
し
い
だ
ろ
う
」
と

言
う
。
頼
輔
は「
他
の
人（
家
平
を
暗
に
指
そ
う
）は
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、

私
は
（
平
気
だ
か
ら
）
そ
の
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
」
と
答
え
た
。
家
平

が
「
さ
て
、
上
鞠
の
次
の
鞠
を
誰
に
譲
る
の
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
三

品
頼
輔
が
「
成
通
の
猶
子
の
少
将
泰
通
に
譲
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
」
と
答

え
た
と
こ
ろ
、家
平
に
「
そ
の
つ
も
り
な
ら
ば
泰
通
に
内
内
に
話
し
て
ち
ゃ

ん
と
根
回
し
し
て
あ
る
の
か
」
を
問
わ
れ
、
頼
輔
は
「
そ
の
つ
も
り
が
な

く
て
も
構
わ
な
い
。
淡
路
入
道
源
盛
長
の
弟
子
に
神
主
賀
茂
成
平
が
い
る
。

成
平
の
弟
子
に
侍
従
大
納
言
成
通
が
い
る
。
成
通
の
弟
子
に
私
が
い
る
。

だ
か
ら
、
成
通
の
子
の
泰
通
に
譲
る
の
は
間
違
い
な
い
こ
と
だ
か
ら
根
回

し
は
不
要
だ
」
と
言
っ
た
。
家
平
は
「
そ
う
だ
と
し
て
も
、
手
紙
を
送
っ

て
根
回
し
し
、（
泰
通
が
上
鞠
の
請
け
取
り
役
を
す
る
と
い
う
）返
事
を
取
っ

て
持
っ
て
い
た
ほ
う
が
い
い
」
と
勧
め
た
。

　

こ
こ
に
は
蹴
鞠
に
よ
っ
て
院
の
殿
上
人
に
成
り
上
が
る
頼
輔
に
対
し
、
家
平

が
抱
く
い
さ
さ
か
複
雑
な
感
情
が
読
み
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
頼
輔
は
成
通
の

弟
子
と
い
う
だ
け
で
、
賀
茂
家
の
よ
う
な
重
代
の
鞠
の
家
の
出
で
も
な
い
。
し

か
も
元
を
正
せ
ば
成
通
の
師
は
家
平
の
父
・
成
平
で
あ
る
。
ち
な
み
に
成
平
は

頼
輔
の
お
じ
に
あ
た
り
、
家
平
に
と
っ
て
頼
輔
は
従
弟
で
あ
る
。

　

家
平
だ
け
で
は
な
い
。
当
日
参
会
予
定
の
上
臈
鞠
足
た
ち
の
間
に
も
家
平
と

は
ま
た
異
な
る
複
雑
な
感
情
が
あ
る
よ
う
に
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
泰
通
は
上

鞠
の
次
の
鞠
を
譲
ら
れ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
喜
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま

れ
ば
い
け
な
い
。」

（
つ
づ
き
）「
ま
た
、
普
段
、
鞠
の
足
数
は
三
足
を
一
段
と
す
る
が
、
三
足
と
は
、

人
の
も
と
よ
り
請
け
取
る
足
を
一
足
、
自
分
が
足
踏
を
し
て
自
分
の
所
で
上
げ

る
足
を
一
足
、
ま
た
、
人
に
蹴
り
渡
す
足
の
一
足
と
を
合
わ
せ
て
、
計
三
足
の

こ
と
を
言
う
。
つ
ま
り
自
分
の
所
で
鞠
を
上
げ
る
上
鞠
で
は
、
人
の
も
と
よ
り

請
け
取
る
足
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
た
め
成
通
が
、
上
鞠
は
一
足
で
（
ダ

イ
レ
ク
ト
に
）
譲
る
の
で
も
よ
い
と
言
っ
た
こ
と
は
、
あ
な
た
も
ご
存
知
で
あ

る
は
ず
だ
。
今
回
の
上
鞠
作
法
で
は
、
三
足
と
一
足
の
真
ん
中
を
取
っ
て
、（
自

分
の
所
で
一
足
上
げ
た
後
に
蹴
り
渡
す
や
り
方
で
、）
二
足
上
げ
よ
う
と
思
っ
て

い
る
」
と
言
っ
て
、そ
の
ま
ま
泰
通
に
譲
り
遂
げ
た
。（『
口
伝
集
』
下
下
110
「
御

賀
乃
上
鞠
事
」）

【
メ
モ
】
頼
輔
が
安
元
御
賀
で
の
上
鞠
役
に
選
定
さ
れ
、
そ
の
こ
と
で
昇
殿
す
る

こ
と
に
も
な
っ
た
（
後
掲
『
玉
葉
』）。
頼
輔
に
と
っ
て
は
自
家
を
蹴
鞠
道
家
と

し
て
確
立
さ
せ
る
勝
負
ど
こ
ろ
と
も
言
え
、
気
張
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
上
鞠
の
件

で
相
談
に
出
向
い
て
い
る
。
こ
の
記
事
よ
り
前
段
階
の
話
が『
古
今
著
聞
集
』「
蹴

鞠
」
412
「
安
元
御
賀
の
時
、
刑
部
卿
頼
輔
賀
茂
神
主
家
平
に
上
鞠
の
故
実
を
聴

く
事
」（
新
潮
古
典
集
成
）
に
あ
る
。
筆
者
の
解
釈
を
入
れ
つ
つ
挙
げ
て
お
く
。

安
元
御
賀
の
時
、
三
位
頼
輔
（
当
時
正
四
位
下
。
三
位
に
上
る
の
は
寿
永

元
年
（
一
一
八
二
））
は
賀
茂
の
神
主
家
平
（
七
四
歳
、
翌
年
没
）
の
家
に

出
向
い
て
「
御
賀
の
鞠
会
で
上
鞠
を
す
る
よ
う
高
倉
天
皇
（
一
一
六
一
～

八
一
、一
六
歳
）
の
勅
定
が
あ
っ
た
。
上
鞠
の
作
法
の
子
細
に
つ
い
て
教
え

を
蒙
り
た
い
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
家
平
は
「
賀
茂
家
は
蹴
鞠
は
す
る
が

御
賀
で
の
蹴
鞠
を
す
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
家
柄
で
は
な
い
の
で
（
し
た
こ

と
が
な
く
）、
故
実
は
知
ら
な
い
。
た
だ
し
、
普
通
の
老
い
ぼ
れ
の
上
鞠
の



た
、
譲
る
相
手
は
泰
通
と
決
め
て
お
き
な
が
ら
、
人
々
の
遺
恨
が
な
い
よ
う
に
、

自
然
と
鞠
が
行
っ
た
よ
う
に
譲
ろ
う
と
す
る
点
に
も
当
時
の
鞠
足
同
士
の
人
間

関
係
の
複
雑
さ
を
感
じ
る
。

　

上
鞠
の
作
法
に
つ
い
て
は
一
足
、
二
足
、
三
足
説
が
あ
っ
た
（『
口
伝
集
』
上

上
26
「
上
鞠
事
」）。
父
の
成
平
説
を
受
け
継
い
だ
家
平
説
で
は
三
足
説
で
あ
る
。

藤
原
顕
季
（
成
通
の
外
祖
父
、
六
条
藤
家
の
祖
）
は
二
足
、
源
盛
長
は
三
足
、

源
清
経
（
西
行
の
外
祖
父
）
は
一
足
説
で
あ
り
、
高
齢
者
は
一
足
が
よ
い
と
す

る
（
同
条
）。

　

ま
た
同
条
の
家
平
説
（
成
平
説
）
で
は
「
御
所
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
、
鞠
の

緒
を
手
に
取
っ
て
少
し
振
る
よ
う
に
し
て
上
げ
て
、
鞠
の
括
り
目
を
足
に
当
て

て
蹴
る
」
と
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
家
平
説
に
関
し
て
さ
ら
な
る
疑
問
を
持
っ
た

頼
輔
は
成
通
を
訪
問
し
、「
家
平
説
は
こ
う
だ
が
、
御
所
に
向
か
っ
て
上
鞠
す
る

時
に
次
の
鞠
を
譲
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
不
都
合
な
位
置
に
立
っ
て
い
た
ら

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
と
質
問
し
て
い
る
。
成
通
は
「
初
め
の
一
足
を
御
所
に

向
か
っ
て
上
げ
て
、
次
の
二
足
目
は
譲
る
人
に
向
け
て
上
げ
な
さ
い
。
傍
ざ
ま

で
譲
っ
て
は
い
け
な
い
。
僻
鞠
（
歪
ん
で
飛
ぶ
鞠
）
に
な
る
か
ら
」
と
教
え
て

い
る
。

　

蹴
鞠
で
の
疑
問
が
あ
っ
た
ら
先
達
の
と
こ
ろ
へ
直
接
質
問
に
出
向
く
点
に
、

頼
輔
の
蹴
鞠
へ
の
熱
意
と
口
伝
収
集
へ
の
意
欲
が
伺
わ
れ
る
。
先
に
、
頼
輔
が

泰
通
に
二
足
説
を
提
唱
し
た
こ
と
を
見
た
が
、
そ
の
根
拠
は
こ
の
成
通
説
に
あ

る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、「
気
色
を
し
た
と
き
に
請
け
取
る
由
の
挨
拶
を
す
る
」

と
い
う
説
は
実
は
西
行
説
に
基
づ
い
て
い
る
（
同
条
）。
頼
輔
は
収
集
し
た
蹴
鞠

知
識
を
自
家
の
も
の
と
し
て
蓄
積
し
、
時
に
披
歴
し
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
ム
中
で
の
鞠
の
足
数
は
一
般
に
「
一
段
三
足
」
と
い
う
。
請
け
取
る
足
、

我
が
分
の
足
、
送
る
足
の
三
足
を
一
段
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
成
通
説

を
継
承
す
る
（『
口
伝
集
』
上
上
28
「
足
の
数
の
事
」）。
上
鞠
は
鞠
会
の
儀
式
と

し
て
特
立
さ
れ
て
い
く
作
法
の
一
つ
だ
が
、
そ
の
足
数
の
説
は
一
段
三
足
か
ら

勘
案
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
。

（
２
）
鞠
会
当
日

　

▼
三
月
五
日
、
…
法
皇
の
仰
せ
に
よ
り
関
白
藤
原
基
房
（
一
一
四
四
～

一
二
三
一
、三
三
歳
）
を
通
じ
て
お
召
し
が
あ
っ
た
。
余
（
右
大
臣
九
条
兼

実
、
一
一
四
九
～
一
二
〇
七
、二
八
歳
）
及
び
内
大
臣
藤
原
師
長
（
一
一
三
八
～

九
二
、三
九
歳
）
は
院
と
高
倉
天
皇
の
御
前
の
簀
子
を
か
が
ん
で
通
り
過
ぎ
て
基

房
の
西
側
に
並
ん
で
座
し
た
。
藤
原
隆
季
（
一
一
二
七
～
八
五
、五
〇
歳
、
正
二

位
中
宮
大
夫
）、
藤
原
実
国
、（
一
一
四
〇
～
八
三
、三
七
歳
、
正
二
位
権
大
納
言
）

以
下
は
前
も
っ
て
北
側
を
回
り
西
の
透
渡
殿
の
あ
た
り
に
い
た
。

　

次
に
蔵
人
基
行
が
鞠
を
前
庭
に
置
い
た
〈
鞠
の
端
を
挟
ん
で
鞠
を
手
に
取
る
。

枝
に
付
け
た
鞠
で
は
な
い
〉。
次
に
堪
能
の
侍
臣
九
人
が
西
中
門
か
ら
入
り
、
参

上
し
た
。

　

藤
原
親
信
（
一
一
三
七
～
九
七
、四
〇
歳
、
今
様
名
手
、
坊
門
家
出
身
で
水
無

瀬
家
の
祖
）
と
頼
輔
〈
以
上
は
束
帯
、
各
人
柳
張
下
重
ね
を
着
用
〉。

　

藤
原
定
能
（
一
一
四
八
～
一
二
〇
九
、二
九
歳
）、
藤
原
泰
通
（
一
一
四
七
～

一
二
一
〇
、三
五
歳
）、源
有
房
（
一
一
三
一
～
？
、四
六
歳
）、源
雅
賢
（
一
一
四
八

～
九
二
、二
九
歳
）〈
以
上
、直
衣
。括
り
を
上
げ
、綏
を
撒
き
、巻
纓
は
元
の
状
態
〉。

　

平
維
盛
（
一
一
五
九
～
八
四
、一
八
歳
）〈
綏
を
撒
か
ず
、
括
り
を
上
げ
る
〉。

源
家
光
（
？
～
一
一
八
六
、
行
家
の
子
）〈
革
襪
を
着
用
す
る
〉。
平
時
家
（
？

ー 73ー ー 72ー

中
日
に
当
た
る
こ
の
日
、
鞠
会
が
行
わ
れ
頼
輔
は
予
定
通
り
上
鞠
役
を
勤
め
た
。

こ
の
鞠
会
に
つ
い
て
は
北
山
円
正
氏
の
専
論
が
あ
る
。
北
山
氏
論
に
よ
る
と
こ

の
鞠
会
は
公
式
行
事
の
日
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
た
ん
な
る
遊
技
で
は
な
く
、

格
式
を
備
え
た
催
し
」
と
し
て
、「
上
鞠
・
鞠
足
を
確
定
し
て
、
行
き
届
い
た
準

備
」
が
な
さ
れ
た
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
日
は
院
や
天
皇
の
観
覧
も
あ
り
、
蹴
鞠

の
文
化
的
地
位
は
舞
楽
管
弦
に
対
し
て
ま
だ
低
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
従
来
ま

で
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
相
当
に
引
き
上
げ
た
会
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

鞠
会
で
は
置
鞠
か
ら
始
ま
り
枝
鞠
と
解
鞠
の
儀
は
な
い
。
稲
垣
弘
明
氏
は
こ

の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
、
枝
鞠
と
解
鞠
が
晴
の
会
に
必
須
に
な
る
の
は
後
の
こ

と
と
す
る
。

　

参
会
者
は
束
帯
姿
の
頼
輔
と
親
信
、
直
衣
姿
の
四
人
、
武
家
の
三
人
。
八
人

は
正
規
の
鞠
足
だ
が
、
最
後
の
一
人
の
、
括
り
を
上
げ
て
い
な
い
時
家
は
野
臥

役
だ
ろ
う
。
頼
輔
が
お
よ
そ
蹴
鞠
向
き
と
は
言
え
な
い
束
帯
を
着
け
て
い
る
が
、

こ
の
頃
は
蹴
鞠
装
束
と
宮
廷
社
会
で
の
装
束
故
実
と
の
擦
り
合
わ
せ
が
起
こ
っ

て
い
る
時
期
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
革
韈
と
絹
襪
の
二
重
履
き
に
つ
い
て
は
か
つ

て
旧
稿
で
検
討
し
た
。
成
平
説
に
、「
内
々
の
会
だ
と
言
っ
て
萎
え
た
装
束
ば
か

り
着
て
い
る
と
、
強
い
装
束
を
着
て
晴
の
会
に
出
た
時
に
困
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、日
頃
か
ら
強
い
装
束
を
着
て
練
習
す
る
よ
う
に
」（『
口
伝
集
』
上
上
6
「
常

に
強
き
物
を
着
て
習
ふ
べ
き
事
」）
と
あ
り
、
晴
の
会
で
強
装
束
（
束
帯
）
で
蹴

鞠
を
す
る
こ
と
は
地
下
で
は
普
通
に
あ
る
こ
と
だ
っ
た
。
ス
ポ
ー
ツ
ウ
エ
ア
と

し
て
の
蹴
鞠
装
束
故
実
が
定
ま
っ
て
く
る
の
は
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

直
衣
着
用
に
つ
い
て
は
、
中
井
真
木
氏
が
詳
し
く
、
氏
に
よ
る
と
院
政
期
に

は
直
衣
勅
許
制
度
が
で
き
て
お
り
「
高
倉
朝
ま
で
に
、
摂
関
や
大
臣
の
他
に
、

家
格
は
あ
ま
り
高
く
な
い
が
天
皇
と
距
離
の
近
い
外
戚
や
乳
母
夫
・
侍
読
・
師
匠
」

～
一
一
九
三
、
時
忠
の
子
）〈
綏
を
撒
か
ず
、
括
り
を
上
げ
な
い
。
端
を
挟
む
〉。

　

以
上
の
九
人
が
暫
く
庭
上
に
祗
候
し
て
基
房
の
合
図
で
鞠
を
上
げ
る
。

　
〈
頼
輔
が
上
鞠
役
を
す
る
。こ
の
人
は
こ
の
こ
と
で
近
ご
ろ
昇
殿
し
た
と
い
う
。

ま
ず
親
信
と
暫
く
上
鞠
役
を
譲
り
合
い
、
そ
の
あ
と
進
み
出
て
鞠
を
手
に
取
り
、

少
し
御
所
の
方
へ
向
か
っ
て
鞠
を
上
げ
る
。
た
だ
一
足
だ
け
で
鞠
を
上
げ
た
〉。

　
〈〔
後
日
、
頼
輔
が
言
う
に
は
、
蹴
鞠
の
時
に
履
く
革
襪
の
上
に
、
束
帯
を
着

用
し
た
と
き
に
履
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
絹
襪
を
着
け
た
。
ま
た
、
上
鞠
の
作

法
に
は
二
説
あ
っ
て
、
一
足
説
と
三
足
説
が
あ
る
と
の
こ
と
。
今
回
は
一
足
説

を
用
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
頼
輔
は
故
入
道
亜
相
成
通
か
ら
蹴
鞠
を
伝

習
し
た
の
で
、
こ
の
こ
と
で
成
通
の
猶
子
の
泰
通
に
上
鞠
の
次
の
鞠
を
譲
っ
た

と
の
こ
と
だ
（「
後
日
」
以
下
は
原
本
頭
注
）〕〉。

　

鞠
の
間
、
た
い
し
た
事
も
な
か
っ
た
。
但
し
頼
輔
が
堪
能
だ
と
い
う
こ
と
で

上
鞠
役
に
選
定
さ
れ
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
今
日
は
と
て
も
興
が

無
く
衆
人
は
そ
の
甲
斐
が
な
い
と
し
た
〈
後
に
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
頭
弁
が

「
頼
輔
は
蹴
鞠
で
は
役
立
た
ず
で
は
な
い
か
」
と
言
い
、
万
人
が
大
笑
い
し
た
と

の
こ
と
〉。

　

院
の
御
随
身
の
重
近
、
兼
頼
以
下
は
布
衣
（
狩
衣
）
を
着
用
し
〈
各
人
、
装

飾
を
凝
ら
す
〉、
東
側
に
祗
候
し
て
い
た
。
基
房
と
余
（
兼
実
）
と
師
長
の
随
身

た
ち
は
西
側
に
い
て
各
々
遠
く
に
飛
ん
で
行
っ
た
鞠
を
取
っ
て
は
殿
上
人
に
渡

し
て
い
た
。
そ
の
中
で
基
房
の
随
身
下
臈
は
鞠
を
取
っ
て
そ
の
ま
ま
投
げ
返
し
、

前
に
あ
る
木
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
観
る
者
は
大
笑
い
し
た
。
夕
方
に

蹴
鞠
は
終
了
し
た
。（『
玉
葉
』）

【
メ
モ
】
場
所
は
院
御
所
の
法
住
寺
南
殿
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は
院
の
命
で
作
成

さ
れ
た
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
一
「
朝
覲
行
幸
」
に
描
か
れ
て
い
る
。
賀
宴
の

（
注
11
）

（
注
12
）

（
注
13
）
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と
い
っ
た
人
々
が
対
象
と
さ
れ
、「
近
臣
を
中
心
と
し
た
朝
廷
の
再
編
や
公
卿
の

統
制
に
有
効
な
手
段
」
と
さ
れ
た
と
い
う
。
頼
輔
と
親
信
が
束
帯
姿
な
の
は
直

衣
勅
許
を
得
て
い
な
い
せ
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
服
飾
史
に
つ
い
て
は
現
在

筆
者
の
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
が
、
蹴
鞠
装
束
は
政
治
的
な
問
題
と
も
絡

ん
で
く
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

　

鞠
足
た
ち
が
庭
上
に
揃
い
上
鞠
の
儀
に
な
る
の
だ
が
、
ま
ず
頼
輔
と
親
信
が

上
鞠
役
を
譲
り
合
っ
た
。
頼
輔
の
前
日
ま
で
の
根
回
し
を
考
え
る
と
他
人
に
上

鞠
役
を
譲
る
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
れ
は
形
式
的
な
事
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

『
要
略
集
』
に
は
、
当
日
上
鞠
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
人
は
、
す
ぐ
引
き
受
け
な

い
で
何
回
か
辞
退
す
る
の
が
故
実
で
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（「
勤
上
鞠
作

法
」
ｐ
285
）。
こ
の
故
実
の
由
来
は
、
白
河
院
在
世
中
の
内
裏
鞠
会
で
、
上
手
と

し
て
上
鞠
役
を
仰
せ
つ
か
っ
た
小
野
忠
資
が
上
臈
の
源
盛
長
に
役
を
譲
っ
た
話

や
、
白
河
院
六
十
賀
で
の
鞠
会
で
、
末
遠
が
蹴
鞠
重
代
の
小
野
景
忠
に
役
を
譲

り
、
そ
の
場
の
上
臈
の
命
に
よ
っ
て
役
を
景
忠
に
交
替
し
た
話
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る（『
口
伝
集
』上
上
26「
上
鞠
事
」）。
こ
れ
ら
の
例
で
は
上
手
よ
り
上
臈
、

あ
る
い
は
時
の
上
手
よ
り
重
代
の
鞠
足
に
上
鞠
役
が
交
替
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

も
し
頼
輔
が
形
式
的
に
で
も
上
鞠
役
を
譲
っ
た
と
き
に
そ
の
相
手
が
上
臈
・
重

代
だ
と
し
た
ら
、
院
や
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
交
替
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
そ
の
点
、
親
信
は
上
鞠
役
を
譲
り
合
う
相
手
と

し
て
適
当
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
当
時
、
親
信
は
頼
輔
と
同
じ
正
四
位
下
で

直
衣
勅
許
を
得
て
い
な
い
ら
し
く
二
人
だ
け
束
帯
姿
で
あ
り
、
重
代
の
鞠
の
家

の
出
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
上
鞠
役
を
保
持
し
た
頼
輔
は
鞠
の
置
か
れ
た
と
こ
ろ
へ
進
み
出
て
、

少
し
御
所
の
方
に
向
か
っ
て
上
鞠
を
し
た
。
御
所
に
向
か
っ
て
上
げ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
は
先
に
み
た
家
平
説
の
通
り
で
あ
る
（『
口
伝
集
』
上
上
26
「
上

鞠
事
」）。
上
鞠
は
『
玉
葉
』
に
よ
る
と
、
泰
通
に
話
し
て
い
た
二
足
説
で
は
な

く
高
齢
者
と
し
て
適
当
と
さ
れ
た
一
足
説
で
行
っ
た
よ
う
だ
。

（
３
）『
安
元
御
賀
記
』
か
ら

　

こ
の
鞠
会
の
記
録
は
藤
原
隆
房
著
『
安
元
御
賀
記
』（
群
書
類
従
雑
部
）
に
も

あ
る
の
で
以
下
に
一
部
引
用
す
る
。
①
は
上
鞠
ま
で
の
段
階
、
②
は
ゲ
ー
ム
が

始
ま
っ
て
か
ら
の
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。

①
鞠
を
取
っ
て
、
前
後
ろ
へ
よ
り
の
き
た
た
ず
む
。
四
五
度
ば
か
り
し
て
、

四
方
を
見
ま
わ
す
。
人
々
た
ち
回
れ
と
い
ふ
心
と
か
や
。
②
さ
て
、
ふ
た

た
び
足
に
当
て
て
の
ち
、
我
が
も
と
へ
鞠
来
れ
ば
、
ぬ
け
足
を
踏
み
て
、

逃
げ
ら
れ
き
。
そ
れ
し
も
わ
り
な
し
や
。

　

こ
の
箇
所
は
難
解
で
北
山
氏
が
『
遊
庭
秘
抄
』
を
参
考
に
解
読
を
試
み
て
お

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
口
伝
集
』
を
参
考
に
解
読
し
て
み
る
。

　

①
「
よ
り
の
き
」
と
は
、
寄
る
べ
き
所
と
退
く
べ
き
所
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
、

つ
ま
り
は
対
象
か
ら
の
間
合
い
を
取
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
う
ま
く
で
き
る
人
が

上
手
と
さ
れ
る
（『
口
伝
集
』
上
上
112
「
よ
り
の
き
の
事
」）。
こ
の
段
階
で
は
鞠

は
ま
だ
上
が
っ
て
い
な
い
の
で
、
木
や
鞠
足
同
士
と
の
距
離
的
な
間
合
い
を
計

る
動
き
を
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
『
口
伝
集
』
に
上
鞠
に
至
る
ま
で
の
成
通
説
が
あ
る
の
で
整
理
し
て
示

す
と
「
ま
ず
人
々
が
皆
立
ち
位
置
を
定
め
る
。（
上
鞠
役
は
）
鞠
を
手
に
取
っ
て

自
分
の
立
っ
て
い
る
所
か
ら
歩
み
出
て
、
鞠
足
た
ち
を
見
回
す
。
上
鞠
を
譲
ろ

う
と
す
る
人
に
気
色
を
す
る
。
上
鞠
を
す
る
」（『
口
伝
集
』
上
上
26
「
上
鞠
事
」）

（
注
14
）

こ
こ
で
は
蹴
鞠
故
実
の
観
点
か
ら
そ
の
理
由
を
推
察
す
る
。
そ
れ
は
頼
輔
が

六
五
歳
の
「
老
足
」
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
老
足
は
四
〇
歳
以
降
と

さ
れ
る
（『
口
伝
集
』
下
下
36
「
老
足
事
」）。
老
足
の
口
伝
に
つ
い
て
は
旧
稿
で

検
討
し
た
が
、
足
が
利
か
な
く
な
っ
た
老
足
は
鞠
に
追
い
つ
け
な
い
場
合
、「
過

ご
す
」
と
言
っ
て
身
を
低
く
し
鞠
を
過
ぎ
越
さ
せ
て
傍
の
人
に
任
せ
た
り
（『
口

伝
集
』
下
下
37
「
忠
資
老
後
事
」）、「
我
が
分
の
鞠
な
り
」
と
自
ら
宣
言
す
る
こ

と
で
鞠
を
追
わ
な
い
表
明
と
し
た
り
し
た（『
口
伝
集
』下
下
38「
旧
老
鞠
足
事
」、

下
下
39
「
自
称
す
る
事
」）。
だ
か
ら
頼
輔
が
鞠
を
追
わ
な
い
の
は
老
足
の
故
実

に
の
っ
と
っ
た
こ
と
と
言
え
る
。

　

し
か
し
頼
輔
の
足
は
い
ま
だ
現
役
で
あ
り
足
踏
は
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で「
抜

け
足
」
の
足
踏
を
し
て
逃
げ
た
。
あ
た
か
も
抜
き
足
差
し
足
で
そ
の
場
を
逃
げ

る
泥
棒
の
よ
う
で
『
安
元
御
賀
記
』
は
と
て
も
修
辞
的
に
思
う
が
、
こ
こ
で
も

蹴
鞠
故
実
の
観
点
か
ら
考
え
る
。
抜
け
足
と
は
ど
ん
な
足
技
だ
ろ
う
か
。
後
代

「
盗
み
足
」
と
い
う
足
技
が
出
る
が
、
こ
れ
は
「
足
に
鞠
を
掛
け
て
持
ち
上
げ
て

蹴
る
事
」（『
要
略
集
』「
身
躰
事
」
ｐ
313
）
を
い
う
の
で
こ
れ
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。

　

抜
け
足
と
は
「
空む

な
し
あ
し足」
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
代
に
は
「
今
は
人
、

思
ひ
寄
る
ま
じ
く
」（（『
要
略
集
』「
身
躰
事
」
ｐ
313
）
と
あ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ

る
足
技
に
な
る
よ
う
だ
が
、
空
足
と
は
鞠
に
た
と
え
追
い
つ
け
な
く
て
も
形
だ

け
足
を
出
す
事
を
い
う
。
鞠
を
惜
し
む
心
ざ
し
を
見
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
故
実

を
知
ら
な
い
人
が
笑
っ
て
も
気
に
し
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
る
（『
口
伝
集
』
下
下

43
「
空
足
持
て
上
ぐ
る
事
」、
上
下
125
「
及
ば
ぬ
鞠
に
足
を
持
て
上
ぐ
る
事
」）。

頼
輔
は
遠
く
に
落
ち
た
り
、
難
所
に
落
ち
た
り
し
て
と
て
も
蹴
ら
れ
な
い
鞠
に

対
し
空
足
の
足
踏
を
し
て
形
だ
け
蹴
る
振
り
を
し
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
故

と
あ
る
。こ
こ
か
ら「
前
後
ろ
へ
よ
り
の
き
た
た
ず
む（
こ
と
を
）四
五
度
ば
か
り
」

す
る
こ
と
に
加
え
て
「
自
分
の
立
っ
て
い
る
所
か
ら
歩
み
出
」
る
所
作
が
加
わ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
鞠
場
中
央
へ
と
上
鞠
を
す
る
べ
く
歩
み
出
し
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
訳
を
試
み
る
。

①
【
訳
】
置
か
れ
て
あ
る
鞠
を
手
に
取
っ
て
、
木
や
鞠
足
同
士
の
位
置
を

勘
案
し
な
が
ら
前
後
へ
間
合
い
を
取
る
動
き
を
し
て
立
ち
止
ま
る
。
そ
の

動
き
を
四
、五
回
ほ
ど
し
て
、
鞠
場
中
央
へ
と
歩
を
進
め
て
上
鞠
を
す
る
位

置
に
立
ち
、
四
方
を
見
回
す
。
こ
れ
は
鞠
足
た
ち
に
、
上
鞠
が
上
が
っ
た

ら
立
ち
回
れ
、
と
知
ら
せ
る
意
図
だ
と
の
こ
と
。

　

上
鞠
は
御
所
へ
向
か
っ
て
上
げ
る
の
が
故
実
で
あ
り
、
な
お
か
つ
次
の
足
は

泰
通
へ
自
然
に
行
っ
た
ふ
う
に
見
せ
か
け
て
蹴
り
渡
し
た
い
わ
け
だ
か
ら
、
そ

れ
が
で
き
る
よ
う
な
上
鞠
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
今
回
の
場
合
は
気

色
を
す
る
こ
と
は
省
略
さ
れ
る
の
で
、
す
ぐ
上
鞠
を
行
っ
た
。
最
適
な
位
置
で

の
上
鞠
だ
っ
た
ら
し
く
一
足
で
事
足
り
た
よ
う
だ
。

　

次
に
②
の
訳
を
し
て
み
る
。

②
【
訳
】
さ
て
上
鞠
の
儀
が
終
わ
っ
て
、
再
び
足
に
鞠
を
当
て
て
ゲ
ー
ム

が
開
始
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
ゲ
ー
ム
開
始
後
は
、
頼
輔
は
自
分
の
と
こ
ろ

へ
鞠
が
来
た
と
き
に
は
、
抜
け
足
の
足
踏
を
し
て
鞠
か
ら
逃
げ
て
お
ら
れ

た
。
そ
れ
も
仕
方
が
な
い
。

　

ゲ
ー
ム
が
始
ま
っ
た
ら
飛
行
す
る
鞠
と
の
間
合
い
を
計
る
こ
と
が
加
わ
る
。

木
・
人
・
鞠
と
の
時
間
的
・
空
間
的
な「
よ
り
の
き
」を
計
り
つ
つ「
縮
開
」（
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
り
鞠
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

頼
輔
は
鞠
か
ら
逃
げ
た
よ
う
だ
。
束
帯
装
束
に
襪
を
二
重
履
き
に
し
て
い
て

は
動
き
や
す
い
と
は
と
て
も
思
え
ず
、
だ
か
ら
逃
げ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

（
注
15
）



実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　

頼
輔
は
日
頃
か
ら
意
欲
的
に
口
伝
の
収
集
と
蓄
積
を
し
て
き
た
。
そ
の
知
識

は
『
口
伝
集
』
に
結
実
し
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
っ
た
。
頼
輔
に
と
っ
て
こ

の
日
の
鞠
会
は
自
家
の
蹴
鞠
故
実
の
実
践
披
歴
の
場
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
だ
が
、
も
し
観
客
の
ほ
う
が
老
足
や
空
足
と
い
っ
た
蹴
鞠
故
実
を
知
ら

な
い
と
し
た
ら
、
頼
輔
が
老
足
故
実
を
遵
守
し
た
こ
と
は
た
だ
の
逃
げ
足
に
し

か
映
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
空
足
の
実
践
は
間
の
抜
け
た
空
振
り
の
足
に
し
か
見

え
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
安
元
御
賀
記
』
引
用
部
分
の
最
後
の
一
文
「
そ
れ
し
も
わ
り
な
し
や
」
は
、

北
山
氏
論
で
は
こ
の
後
に
続
く
内
容
―
頼
輔
は
異
様
な
鼻
の
持
ち
主
で
有
名
で
、

そ
れ
が
笑
わ
れ
た
こ
と
―
と
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
る
。
緊
張
す
る
晴
の
鞠
会

で
容
貌
の
欠
点
を
笑
わ
れ
て
は
動
き
に
も
精
彩
を
欠
く
だ
ろ
う
。
そ
う
読
め
な

い
こ
と
も
な
い
が
鼻
嘲
笑
譚
に
結
び
付
け
る
読
み
は
『
安
元
御
賀
記
』
の
文
芸

的
手
腕
の
結
果
で
あ
る
。

　
『
玉
葉
』
で
は
鼻
嘲
笑
譚
は
見
ら
れ
な
い
。
堪
能
と
言
わ
れ
た
頼
輔
の
蹴
鞠
そ

の
も
の
が
「
興
が
無
い
」
も
の
に
観
客
に
は
映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
頼

輔
に
上
鞠
役
を
さ
せ
た
甲
斐
が
無
い
」
と
の
衆
人
の
批
判
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

蹴
鞠
故
実
を
気
張
っ
て
復
習
し
て
き
た
頼
輔
と
、
蹴
鞠
故
実
に
疎
く
堪
能
な
足

技
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
け
を
期
待
し
た
観
客
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
こ
こ
に
は
横
た

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
頼
輔
は
『
玉
葉
』
記
主
の
兼
実
の
と
こ
ろ
へ
よ
く

出
入
り
し
て
蹴
鞠
を
し
て
お
り
、
兼
実
は
そ
の
堪
能
ぶ
り
を
知
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
ん
な
兼
実
も
頼
輔
の
後
日
談
を
記
し
て
い
る
所
か
ら
蹴
鞠
故
実
は

詳
し
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

鞠
数
も
恐
ら
く
上
が
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
上
鞠
役
の
頼
輔
に
対
す
る
上

臈
鞠
足
ら
の
複
雑
な
感
情
の
故
だ
ろ
う
か
、
チ
ー
ム
プ
レ
ー
が
う
ま
く
い
か
ず
、

老
足
の
フ
ォ
ロ
ー
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
随
身

ら
が
遠
く
飛
ん
で
行
っ
た
鞠
を
拾
っ
た
り
、
そ
の
ま
ま
投
げ
返
し
た
り
し
て
い

る
様
子
か
ら
も
そ
れ
が
伺
え
る
。

　

基
房
の
随
身
下
臈
が
投
げ
返
し
た
鞠
は
、
御
所
の
前
の
木
に
当
た
っ
て
い
る
。

こ
の
木
に
つ
い
て
は
、
太
田
静
六
氏
に
よ
る
法
住
寺
南
殿
復
元
図
（『
平
安
時
代

史
事
典
』「
法
住
寺
殿
」
項
目
所
引
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
参
照
す
る
と
梅
の
木
で

あ
ろ
う
か
。

　

▽
五
月
七
日
、皇
嘉
門
院
藤
原
聖
子
（
崇
徳
院
中
宮
、兼
実
の
姉
）
方
で
蹴
鞠
。

頼
輔
ら
が
参
加
す
る
が
鞠
足
の
人
数
不
足
で
興
が
無
か
っ
た
。
そ
の
た
め
来
た

る
一
〇
日
に
再
び
鞠
会
を
す
る
約
束
を
し
た
。（『
玉
葉
』）

　

▽
五
月
一
七
日
、
頼
輔
以
下
当
世
の
鞠
足
七
、八
人
ほ
ど
で
鞠
会
。
数
が
百
上

が
る
事
四
度
、
人
々
は
興
に
入
っ
て
散
会
し
た
。（『
玉
葉
』）

【
メ
モ
】安
元
御
賀
の
鞠
会
で
は
今
一
つ
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
頼
輔
だ
っ
た
が
、

そ
の
後
も
相
変
わ
ら
ず
鞠
足
の
第
一
人
者
と
し
て
兼
実
に
関
係
す
る
鞠
会
に
参

加
し
て
い
る
。

（
以
下
、「
研
究
ノ
ー
ト
：
後
白
河
院
の
頃
の
蹴
鞠
〈
下
〉
付
・『
蹴
鞠
口
伝
集
』

下
巻
上
帖
に
つ
い
て
」『
北
陸
古
典
研
究
』
三
六
号
、
二
〇
二
二
年
一
月
刊
に
続

稿
。）

ー 77ー ー 76ー

『
雁
衣
抄
』（
二
月
二
九
日
）
が
収
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
『
李
部
王
記
』
が
引

か
れ
て
い
る
。

（
注
９
）
棚
橋
光
男
『
後
白
河
法
皇
』
講
談
社
、
一
九
九
五
年
一
二
月
刊
、「
後

白
河
の
行
動
一
覧
」
ｐ
102
。

（
注
10
）
躍
足
時
代
か
ら
延
足
時
代
へ
の
変
容
に
つ
い
て
は
「
院
政
期
蹴
鞠
に
お

け
る
足
踏
の
様
態
」（
注
１
）
前
掲
書
ｐ
102
～
115
。

（
注
11
）「
安
元
御
賀
の
蹴
鞠
と
藤
原
頼
輔
」『
神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ

ン
タ
ー
紀
要
』
一
四
号
、
二
〇
二
〇
年
六
月
刊
。

（
注
12
）『
中
世
蹴
鞠
史
の
研
究
―
鞠
会
を
中
心
に
―
』
思
文
閣
出
版
、　

二
〇
〇
八
年
一
月
刊
、
ｐ
22
～
23
。

（
注
13
）「
院
政
期
蹴
鞠
に
お
け
る
履
物
装
束
」（
注
１
）
前
掲
書
ｐ
115
～
127
。

（
注
14
）（
注
７
）
中
井
前
掲
書
ｐ
294
。

（
注
15
）「「
鞠
に
ま
こ
と
と
い
ふ
事
」
の
生
成
」（
注
１
）
前
掲
書
ｐ
141
～
147
。

　
　

注

（
注
１
）
お
お
む
ね
の
経
緯
は
、
拙
著
『
遊
戯
か
ら
芸
道
へ
―
日
本
中
世
に
お
け

る
芸
能
の
変
容
―
』
玉
川
大
学
出
版
部
、二
〇
〇
二
年
二
月
刊
、ｐ
64
～
88
「
院

政
期
に
お
け
る
蹴
鞠
概
略
」
で
述
べ
た
。

（
注
２
）
そ
の
他
、
本
稿
と
は
論
の
目
的
が
違
う
が
先
行
研
究
と
し
て
、
永
井
久

美
子
「
後
白
河
院
政
期
に
お
け
る
蹴
鞠
―
院
近
臣
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」

義
江
彰
夫
編
『
古
代
中
世
の
史
料
と
文
学
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年

一
二
月
刊
が
あ
る
。

（
注
３
）渡
辺
融「
蹴
鞠
口
伝
集
下
巻
に
つ
い
て
」『
蹴
鞠
技
術
変
遷
の
研
究
』所
収
。

『
蹴
鞠
の
研
究
』
ｐ
56
、
133
～
137
。

（
注
４
）『
要
略
集
』
や
「
裏
書
」
に
つ
い
て
は
『
蹴
鞠
の
研
究
』
ｐ
145
～
147
。

（
注
５
）『
一
巻
書
』
に
つ
い
て
は
『
蹴
鞠
の
研
究
』
ｐ
139
～
141
。
未
翻
刻
書
だ

が
宮
内
庁
書
陵
部
本
は
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
可
能
。

そ
の
約
三
十
年
後
に
書
か
れ
た
『
一
巻
書
口
伝
』
は
『
一
巻
書
』
の
注
解
増

訂
本
と
も
い
え
る
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
後
鳥
羽
院
以
後
の
事
跡
に
も
言

及
が
あ
る
。
こ
れ
も
未
翻
刻
書
だ
が
内
閣
文
庫
本
（『
鞠
譜
口
伝
之
秘
抄
』）

は
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
可
能
。
い
つ
か
機
会
を
得

て
こ
れ
ら
の
翻
刻
と
訳
を
発
表
し
た
い
。

（
注
６
）
井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年

一
〇
月
刊
、「
頼
輔
」
ｐ
425
。

（
注
７
）
中
井
真
木
『
王
朝
社
会
の
権
力
と
服
装
―
直
衣
参
内
の
成
立
と
意
義
―
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
三
月
刊
、
ｐ
311
注
70
。

（
注
８
）『
大
日
本
史
料
』
一
―
八
ｐ
226
で
は
同
年
五
月
二
九
日
条
に
『
西
宮
記
』、


